
○地方自治法（抜粋）

（契約の締結）

第二百三十四条 略

１～４ 略

５ 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合にお

いては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に

記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任

を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当

該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るもので

あることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、

確定しないものとする。

６ 略


